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地

肝

ffJ一以
前
・
か
ら
大
村
市
に
住
所
が
あ

一

第

二

期

九

月
十
五
日
か
ら
同
月
一

剤
に
よ
る
と
ん
虫
駆
除
。

ど
に
は
砂
や
石
室
主

義

一

i
番

戸
刷

U
一る
人
。

一

三

十

日

ま

で

一

村
ね
ず
み
の
巣
在
取
り
除
き
出
入
一

さ
せ
る
。

一

J
役
一
点
一

た
だ
し
禁
治
産
者
や
犯
罪
に
よ
一

雪

崩

十

一

月

十

五

日

か

ら

一

す

る

套

防

ぐ

。

一

@

道

路

の

お

、

滞

や

小

川
の
消

一

行

村

市

川
二
る
欠
格
者
は
除
か
れ
ま
す
が
、

一

。

同

月

三
十
日
ま
で

一
判
手
洗
器
を
必
ず
備
付
け
、

手
洗
一
潔
保
持

c

一

九

f
h一一

と

の

籍

軍

は
調
著
書
一

昭
和
三
十
三
年
度
市
県
民
税
の
令

一

て
く
だ
さ
い

第
四
期

翌
年
五
十
音
か
ら
一
い
の
励
行
(
溜
水
式
は
よ
く
な
一
じ
ん
議
出
区
域
内
で
は
こ
の
大

一

言

明

F
脚

知
一

に
く
わ
し
く
掲
一
蹴
し
て
あ
り
ま
一
習
を
町
務
迎
純
一
委
員
を
通
じ
て
送
一
ム
納
期
は
四
期
一均
等
削
を
除
く
一一

同
月
三
十

一
日
ま
で

一

い
の
で
な
る
べ
く
流
水
式
に
改
一
掃
除
の
た
め
多
量
に
ご
み
が
で
た

」

則

大

印

定

一
す
。

一
付
し
ま
す
の
で
、
受
領
し
て
く
だ
一

に
分
か
れ
て
い
ま
す
の
で
ゆ
一
均
等
割
だ
け
は
七
月
十
五
日
か
ら

一

め

る

)

一

時

は

木

炭

の

あ

き

俵

、
古
か
ま
す

一

三

ぃ

。

も

し

七

月

十
五
日
ま
で
に
一
議
慢
ま
で
に
必
ず
納
付
し

一同
月
一
二
十

一

塁

で

一

①

天

候

の

良

い
臼
責
は
か
ら
っ

否

定

入
れ
て
ご
み
箱
の
と
と
ろ

十

日

現

在

で

一

人

も

れ

な

く

一

日

日

付

簿

作

成

一

軒

自

前

町

立

ム

紅

計

税

金
巻
前
納
す

一切

時

制

日

一

一

時

に

一

時

間

同

)(
頂
射
に
一
一
一
に
置
い
て
く
だ
計
十
衛

生
課
)

登

録

し

な

け

れ

ば

投

票

で

き

な

い

一

〔
注
意
〕
乙
の
調
査
は
、
今
年
一
転
計
十
一
回
発

行
し
ま
一

院

院

約

時

。

一

等

控

訴

四

即

時

一

①

法

沼

崎

直

「

l

i

!

?

基

本

選

挙

人

工

基

本
選
挙
人
名
簿
調
製
の
た
め
、

一容
に
記
入
し
ま
す
)

一

μ駐
れ

刊

現

ぺ

め

一

口
許

諾

肝

心

パ

一

第

一

一

同

一

日

ー

か

ら
同

月

五

ず

裂

を

ど

設

時

一

殉

難

者

の

遁

悼

慰

霊

祭

…

1
)

…

詰

立

町

一

時

的

言

語

官

官

町

内

一刊

誌

M
EA
li-
-l
11
l
i
-
-
一

夜

は

市

民

慰

安

の

集

い

…

口

一

…

権

2
2
4
u
u
r議会
議
員
県

L
u
-
-配
布

石

町

門

誌

聖

書
を
一

む

梅

雨

明

け

の

大

掃

除

一…

年

…

凶

作

法

百

一

乙

J

語
開
設
叫

ん
…
邸

時

打

攻

一会
議
員
宰
議
院
費
等
の
章
一

一
調
査
曹
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
一

8

万

円

カ

・
ハ

エ

の

退

治

て

惇

染

病

予

防

一
…
イ

内
で
二
十
一
二
人
山
方
一
望
ん
多
数
と
参
列
を
お
願
い
し

一

州

事

件

一即

時

制

作

一抱

一

司

法

一

一

刊

行

一

一

一

一

一
止

一

一

諮

問

山

一

一

世

①

一

手

税

制

雑

草

一一

時

一
印

刷

訓

告

十

七

月

二

十

五

日

午

前

十

一し
ま
す
。

一必
ず
町
務
連
絡
委
員
を
経
由
す
る
一符
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、

一

一

一

一

一

一

一

ム

場

所
申
央
公
民
館

一

日

現

口

調

査

の

要

領

一ζ
と

。

一

選

挙

の

際

投

票

す

る

こ

と

が

で
き
一
炎
な

F
t許諾
訪

問

男

持

政

打

一

d
ド

u
t
U
4
d駐

日
日
れ
れ
も
よ
一
な
お
、
当
日
午
後
高
か
ら
中
央

挙
管
理
委
員
会
で
資
格
者

一

一

資

格

の

あ

る

人

一
な
い
の
で
、
乙
の
点
特
に
ど
注
意
一
こ
れ
ら
の
伝
染
れ
ふ

り
ま
く
、
一お

願
い
し
ま
か
ノ

t

一

取
口
、
肥
料
溜
、
ど
み
箱
じ
一
く
、
わ
た
し
た
ち
市
呈
し
て

U
一

当

時

虹

往

時

持

の
上
作
り
な
お
す
と
と
に
一
調

査

現

在

日

七

月

十

日
一
昭
和
十
三
年
十
二
月

二
十
一
く
だ
さ
い
。

E
「
は
え
」

な
と
も
ζ
の
時
一

実
施
期
間

一
完
全
な
識
の
整
備
、
流
し
場
、
一
福
の
情
義
じ
え
な
い
も
の
で
一
藤
一
発
会
の
舞
踊
発
表
が
あ
り
ま
す

お
り
ま
す
。

一
(
後
記
の
資
格
の
あ
る
人
で
乙
の
一
一
日

ま
で
に
生
れ
た
日
本

国

民

一

期

を

好

み

多

発

し

ま

す

。

一七
月
十
七
日
か
ら
七
月
三
十
日

ま

一

下

水

備

の

消

掃

判

官

頓

。

一

あ

り

ま

す

。

一

の
で
、
多
数
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

理
委
員
会
で
は
、
今
年
の

一
日
ま
で
に
居
住
し
て
お
れ
ば
調
査
一
で
、
今
年
の
六
月
十
五
日

一

と

れ

ら

の

衛

生

害

虫

の

発

生

場

所

一

で

。

例

畜

舎

、

鶏

舎

の

清

掃

整

頓

、

楽

一

こ

の

た

び

市

で

は

次

の

と

お

り

、

一

(

福

祉

事

務

所

)

ニ
重
投
票
を
防
ぐ

私
た
ち
は、

法
律
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
条
件
が
備
わ
れ
ば
、

国
や
地
方
の
議
員
や
長
を
選
ぶ
た
め
の
権
利
を
持
ち
ま
す
が
、

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
で
と
の

椛
利
を
行
使
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
す。

と
の
こ
と
は
い
い
か
え
る
と
選
挙
の
際
投
票
す
る
た
め
に
は
、

選
挙
権
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
さ
ら
に
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
絶
対
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
わ
げ
で
す
。

と
の
よ
う
に
選
挙
人
名
綿
は
、
選
挙
椛
在
行
使
す
る
上
に
は
、

非
常
に
大
切
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

切

な

ぜ

名

簿

を
つ
く
る
か

小
選
挙
人
名
簿
の
効
用
は
、
ニ
つ
と
は
、
と
て
も
で
き
な
い
乙
と

、
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

で
あ
り
、
し
か
も
わ
ず
ら
わ
し

ま
ず
第
一
に
あ
げ
る
と
と
は
、
く
、

そ
の
上
選
挙
人
自
身
が
大

選
挙
人
の
確
認
と
い
う
乙
と
で
へ
ん
迷
思
し
ま
す
。

す
。
皆
さ
ん
が
投
票
所
に
行
っ
そ
と
で
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
権

て
お
判
り
の
よ
う
に
選
挙
の
当
の
有
無
を
調
査
し
て
名
簿
に
登

目
、
選
挙
人
の
摺
加
や
異
動
な
録
し
て
お
け
ば
、
選
挙
の
当
日

ど
の
た
め
、
投
票
し
よ
う
と
す
は
、
木
人
で
あ
る
か
ど
っ
か
を

る
者
が
果
し
て
選
挙
権
を
有
し
確
か
め
る
だ
け
で
よ
く
、
し
か

て
い
る
か
ど
う
か
を
、
白
紙
の
も
公
正
な
投
票
が
円
滑
に
敏
速

状
態
で
い
ち
い
ち
審
査
す
る
乙
に
行
わ
れ
ま
す
。

(
選
挙
管
理
委
員
会
)

て
い
な
い
者
は
、
現
実
に
選
挙

権
が
あ
っ
て
も
、
実
際
そ
れ
を

公
証
で
き
な
い
の
で
選
挙
の
際

投
票
で
き
な
い
と
と
に
な
り
ま

す
G名

簿
登
録
と
調

製
方
法

選
挙
人
名
仰
に
登
録
す
る
方
法

は
、
職
権
登
録
と
附
告
登
録
が

あ
り
、
名
抑
制
制捜
の
区
分
と
し

て
、
定
時
調
製
と
随
時
調
製
の

二
つ
が
あ
り
ま
す
。

職

権

登

録

と

は
、
選
挙
管

理
委
員
会
が
自
ら
調
査
の
上
登

録
す
る
こ
と
在
い
い
、
申
告

登

録

と
は
、
選
挙
人
の
申
請

に
も
と
ず
い
て
登
録
す
る
と
と

期
分
の
納
期
は
M
M
日
l
白

日

市
県
民
税
の
令
書
を
送
付

を
い
い
ま
す
。

ま
た
定
時
間
製
と
は
、

毎

年

一
定
の
時
期
に
名
仰
を
調
製

し
、
そ
の
後
一
定
期
間
名
簿
が

効
力
を
有
す
る
と
と
で
、
随

時
間
製
と
は
、
選
挙
が
行
わ

れ
る
都
度
名
将
を
調
製
す
る
と

と
そ
い
い
ま

す。

選
挙
人
名
簿
の

種
類

選
挙
人
名
簿
の
種
類
は
、
基
本

選
挙
人
名
符
(
職
称
登
録
と
定

時
調
製
を
採
用
)
と
、
梢
充
選

挙
人
名
簿

(申
告
登
録
と
問
時

銅
製
を
採
問
)
の
二
種
類
が
あ

り
、
と
の
ほ
か
基
本
選
挙
人
名

仰
の
特
殊
な
も
の
と
し
て
、
船

員
基
本
選
挙
人
名
符
が
あ
り
ま

す。基
本
選
挙
人
名
簿

基
本
選
挙
人
名
符
は
、
毎
年
一

例
選
挙
管
理
委
員
会
が
銅
製
し

ま
す
。

銅
製
方
法
は
、

毎
年
九
月

十
五
日
現
在
で
登
録
資
格
の
あ

る
も
の
を
調
査
し
、
十
月
三
十

一
日
ま
で
に
調
製
す
る
も
の
で

す。九
月
十
五
日
現
在
で
資

格
が
あ
る
者
と
は
、

そ
の

日
ま
で
引
き
つ
つ
い
て
三
カ
月

以
上
そ
の
市
町
村
に
佐
所
を
有

す
る
U
本
国
民
で
、
そ
の
年
の

十
二
月
二
十
日
ま
で
に
満
二
十

才
に
達
す
る
者
を
い
い
ま
す
が

一
定
の
欠
格
事
項

(
禁
治
産
者

や
犯
罪
に
よ
り
受
刑
中
の
者
ま

た
は
一
定
期
間
選
挙
椛
ぞ
停
止

さ
れ
て
い
る
者
)
は
除
か
れ
ま

す。
必
ず
自
分
で
確
か
め
る

選
挙
人
名
簿
に
登
録
す
る
資

格
の
有
無
は
、
あ
ら
か
じ
め

選
挙
管
理
委
員
会
で
調
究
い

た
し
ま
す
の
で
、
名
符
調
製

の
際
調
査
も
れ
と
な
っ
て
登

録
も
れ
に
な
っ
た
り、

誤
ま

っ
て
登
録
さ
れ
る
と
と
が
あ

り
ま
す
。

と
の
た
め
調
製
し
た
名
仰
は

そ
の
年
の
十
一
月
五
日
か
ら

十
五
日
間
一
定
の
場
所
(
大

村
市
は
市
役
所
)
で
、
名
仰

を
一
般
に
縦
陀
(
公
開
)
し

登
録
も
れ
や
釈
抑
制
が
な
い
か

春
、
皆
さ
ん
に
確
か
め
て
も

ら
っ
と
と
に
な
っ
て
お
り
ま

す。

も
れ
た
と
き
は
異
議

申
立
を

も
し
、
こ
の
縦
暁
期
間
中
に
、

登
録
も
れ
や
叩
眠
時
な
ど
を
発
見

し
た
と
き
は
、
異
議
時
立
す
る

と
と
に
よ
り
名
簿
巻
修
正
す
る

と
と
が
で
き
る
乙
と
に
な
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
と
の
期
閥
巾

に
登
録
の
有
無
を
ぜ
ひ
確
か
め

る
乙
と
が
必
要
で
す
do

と
の
名
仰
は
、
そ
の
年
の
十
二

月
二
十
日
に
確
定
し
、
そ
の
日

か
九
割
昨
年
の
十
二
月
十
九
日
ま

で
に
行
わ
れ
る
公
臓
の
選
挙
に

使
用
さ
れ
ま
す
。

補
充
選
挙
人
名
簿

選
挙
人
の
申
請
が
必
要

梢
充
選
挙
人
名
簿
は
、

器
本
選

挙
人
名
仰
に
登
録
も
れ
に
な
っ

た
者
や
そ
の
後
新
た
に
鷲
録
資

格
を
得
た
者
な
ど
を
登
録
す
る

た
め
に
選
挙
が
行
わ
れ
る
都
度

調
製
さ
れ
る
名
簿
で
す
。

基
本
名
仰
と
異
っ
て
い
る
点
は

資
格
が
あ
あ
者
を
選
挙
人
か
ら

申
請
す
る
ζ
と
に
よ
っ
て
名
簿

に
登
録
す
る
と
い
う
こ
と
で
す

と
の
場
合
の
訓
製
要
領
は
、
そ

の
都
度
選
挙
管
割
安
員
会
か
ら

一
般
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

船
員
基
本
選
挙

λ
名

簿と
の
名
付
仰
は
、
陀
上
に
住
所
在

有
し
な
い
船
闘
に
つ
い
て
、
そ

の
特
殊
事
的
を
考
服
し
て
訓
製

す
あ
名
何
で
、
国
会
議
員
の
選

挙
に
だ
付
佐
問
さ
れ
ま
す
。

選
挙
人
名
簿
の
適
用

範
囲

第
二
に
前
記
と
関
連
し
ま
す

が
ニ
電
投
票
の
防
止
と
い
う

と
と
で
す
。

選
挙
人
が
投
票
す
る
場
合
は

選
挙
人
名
鱒
主
照
合
す
る
と

と
に
よ
っ
て
、
名
簿
に
そ
の

旨
を
記入ま二

塁組幹
K
Z寄
D
ま
な
し

…

は
表
示

wm挺星『
l
J
λ
f
-
2
6
1
3

一

ず
る
乙

t
j〈
3
t
j

と
が
で
き
、
と
れ
に
よ
っ
て

同
じ
者
が
二
回
以
上
投
票
し

た
り
、
偽
っ
て
他
人
の
代
り

に
投
票
す
る
こ
と
を
防
ぐ
と

と
が
で
き
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
選
挙
人
名
簿
は

ニ
つ
の
大
き
な
効
用
を
も
ち
、

選
挙
権
を
公
証
す
る
た
め
の
大

切
な
鱒
加
で
す
。

し
た
が
っ
て
名
簿
に
登
録
さ
れ

机
を
売
り
ま
す

ム
公
売
日
時、

場
所

a

七
月
十
九

日

(入
札
開
始
午
後
一
時
、
問

〆
切
二
時
)
水
明
荘
(
玖
島

崎
)

ム
公
売
方
法

一
般
競
争
入
札

ム
入
札
保
証
金
は
百
分
の
十
以
上

で
代
金
は
即
納

ム
公
売
物
品
中
古
平
高
札
二
十

六
、
両
袖
机
二
、
片
納
机
二
一脚

ム
現
品
引
取
は
同
日
午
後
五
時
ま

で

。

(

財

務

課

)

花
い
っ
ぱ
い
運
動
へ

寄

附

ム
福
田
一
雄
百
円

ム
藤
井
電
円
百
円

ム
森
辰
夫
百
円

ム
山
下
秀
夫
百
円

ム
青
年
会
議
所
熊
忠
雄
五
甫
円

ム
種
鶏
場
金
原
一
吉
五
百
円

ム
徳
泉
川
内
姉
人
会

百
円

ム
舛
浦
小
路
川
人
会

二
百
円

ム
上
久
原
灯
人
会
七
十
円

ム
本
小
路
知
人
会
百
円

A
桜
馬
場
間
中
要
一
ニ
百
円

ム
市
金
剛
旧
巾
広
百
円

ム
渡
海
栄
次
百
円

ム
駅
通
り
鈴
木
忠
次

二
百
円

以
上
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
選

挙
人
名
如
何
は
選
挙
権
行
使
の
た

め
に
は
、
軍
要
な
役
割
を
も
ち

片
山
職
選
挙
法
の
適
用
さ
れ
る
衆

参
議
員
、
地
方
の
議
会
議
員
お

よ
び
長
の
選
挙
に
、
基
本
選
挙

人
名
泊
、
補
充
選
挙
人
名
簿
を

も
っ
て
使
用
さ
れ
ま
す
。

と
の
ほ
か
さ
ら
に

直

接

請

求

の

住
民
投
票
、
特
別

法

の
住

民

投

票

、

最

高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審

査

投
票
、
検
察

審

査

員

侯
補
者
の
州

せ

ん、

市

町
村
境
問
介
変
更
に
関
す

る
投
票
な
ど
に
も
瓜
く
問
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。

(

選
挙
管
理
護
員
会
)

農
家
の
皆
さ
ん
へ

愛
の
五

O
株
運
動

'昨
年
の
大
水
害
に
は
、
県
内
列
の
農
家
の
万
々
か
ら
、
折
角
植
え
た
大
切
な
苗
を
引
抜
い
て
、
水
害
地
に
沢
山
な
政
援
苗
を
送
.っ
て
い
た
だ
き
、
混
い
お
心
づ
く
し
に
一
向
感
激
い
た
し
た
次
節
で
あ
り
ま
す
。
今
年
乙
そ
無
事
に
豊
か
な
松
り
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
万
一
に
そ
な
え
、
県
内
問
叫
ん
赤
愛
の
運

動
と
し
て
、
救
援
用
に
、
余
っ
た
苗
者
七
月
末
ま
で
大
切
に
保
管
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
田
の
周
聞
に
反
当
り
五
O
株
以
上
、
余
分
に
植
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
(
長
崎
県
、
長
崎
県
卸
業
会
識
、
長
崎
県
農
業
協
同
組
合
中
央
会
、
長
崎
県
約
出
農
業
協
同
組
合
連
合
会
)



@ 

そ

れ

ふ

む

な

う

す

ぐ

め

が

で

る

花

が

さ

く

、、
f

福
祉
事
務
所
で
一
背
年
団
員
ら
の
奉
仕
と
な
っ
て
お
一
て
し
ま
っ
て
か
ら
申
込
ん
で
も
間
一
棟
十
坪
)
シ
ャ
ワ
ー
、
脱
衣
場
、
く
だ
さ
い
。
〆
切
は
二
十
一
日
一

引

は

農

繁

期

の
六
一
り
、

地
元
豪
か
ら
感
謝
さ
れ
て

一に
合
わ
な
い
と
き
が
あ
り
ま
す。

一
飛
込
台
、
貸
ポ
l
ト
な
ど
の
設
備
一
自
衛

官

を

募
集
ム
応
募
資
格
中
学
校
卒
業
程
度
一

む

月

二

十

五

日

か

三

。

(

福
祉
事
務
所
)

一申
込
み
袋
詰
入
局
盗
塁
が
あ
り
、
奇
襲
灯
、
五
百
ヮ
一
〆
切
り

引

日

ま

で

で
心
身
と
も
に
強
健
な
男
子

一

寸

ノ

ら

七

月

十

一

日

一

一

村

八

二

O
、竹
松
必
原
四
二
番
)
一
ツ
ト
の
照
明
灯
で
安
全
を
は
か
る
一

A
試
験
七
月
二
十
八
日
か
ら一一

一

に

ー

ま
で
、
革
、
一
電
話
の
移
転
は
一
ヘ
電
話
で
も
結
構
で
す
。
一
と
と
と
な
っ
て
い
る
。

一防
衛
庁
で
は
自
衛
官
(
二
重
-
一
十
九
日
ま
で
大
村
部
隊
。

一

-

一

一

一

一

一

一0
・
:
市
内
水
主
町
本
谷
惇
氏
は
五

一

ツ

松

原

、

霊

地

一

一

(
大
話
番

話

局

二

一

海

・
空
士
)
を
募
集
し
て
い
ま
す
一

二

等

空

士

仮

合

格

者

一

V

区
一
七
宗
一

に

一

す

ぐ

申

込

み

を

一

l

i

-

-

夏

、
野
岳
キ
ャ
ン
プ
場

一
の
で
、
受
験
希
望
者
は
、
吉

一

ム

山

本

弘

之

命

内

正

雲

市

一月
二
十
八
日
実
父
整
谷
干
百
十

一

V

季
節
保
育
所
を
一

一

十

五

日

か

ら

開

場

一

県

立
一
室
岳
公
園
の
黒
木
、
喜
志
願
票
(
市
民
課
長
備
し
て
あ
広
松
ム
山

本

震
ム
梶
山

議

J
一氏
の
忌
明
に
際
し
紅
会
福
祉
協
議

一

以

開
設
し
て
い
る
一
家
屋
の
新
、

増
、

改
築
な
ど
の
た
一

ス

く

雪

山

の

宰
壁
一
キ
ャ
ン
プ
場
は
山
小
屋
干
五
坪
)
一
り
ま
す
)
を
市
民
課
へ
提
出
し
て
一
(
市
民
課
)
一会
に
対
し
金
一
封
書

附

。

一

が
、
七
月
五
日
一
め
電
話
の
設
置
場
所
を
牽
史
す
る
一

一毛
布
、
天
幕
(
大
十
二
人
用
小
六
一

f
I
J
s
-
-
j
・
，
l
l
f
ad--
{
{
-
j
t
{

一

(
大
村
市
社
会
福
祉
協
議
会
)

一

動

問

時

四

一

境

問

伺

一

同

盟

内

崎

山

氏

日

記

r
J
U
A
日目立
Z
問

料

理

数

室

一

ド

ヰ

十

日

時

計

れ

i
一ニ

一0

六
月
十
八
日
市
内
春
日
町
中
一

i

ぎ
や
、
折
紙
な
一
は
ず
し
た
い
場
合
は
、
で
き
る
だ

一
川

山

U
諸
説
一
は
定
期
パ
ス
が
運
行
さ
れ
て
い
る
一
や
き

そ

ば

な

ど

四

種

一ム
対
象
は

一
般
婦
人
で
、
受
講
料
一契
氏
は
同
氏
の
実
母
故
ト
ク
さ
一

ど
で
お
利
口
に
遊
ん
で
い
る
よ
い
一
け
早
く
皇
居
申
し
込
ん
で
く

一ド

ド

岳
キ
ャ
ン
プ
場
は
一
な
お
野
岳
公
園
の
山
開
き
は
十
二
一
ム
献
立
①
鯨
肉
濃
賠
償
②
一
は
無
料
、
当
日
エ
プ
ロ
ン
、
洋
一ん
の
請
に
際
し
て
金
一
万
円
を

一

子
た
ち
(
約
二
百
一
一
一
十
名
)
に
お
す
ん
さ
い
。

一夏

泊

士

一日
)
か
ら
開

一
日
L
行
わ
れ
る
が
、
当
夜
は
大
竺
や
き
そ
ば
①
ピ
ー
マ
ン
の
鍋
し
ぎ
一
皿
弓
庖
丁
奪
持
参
の
と
と
一市
一
社
会
事
業
費
に
話
。
一

号
ミ
ル
ク
を
宮
、
思
わ
一
設
置
場
所
に
よ
っ
て
は
設
備
な
ど

一設
し
て

一般
の
蓄
を
歓
迎
す
る
一
市
山
岳
会
の
野
美
あ
り
、
市
(

響

く

す

も
ち

一

ム

申

込

七

月
十
六
日
ま
で
材
料
}

(
福
祉
一
静
岡
所
)
一

民

間

終

認

可

一

時

五

訪

れ

れ

訪

日

一

切

時

十

七

日

廷

は

す

島

崎

松

原

海

水

浴

場

一

日

間

す

し

一

般

の

j
d
p大
村
保
健
所
関
タ
マ
ノ
コ

J
d日
出

正

出

作

山

山

一

U

月
中
旬
に
か
け
て
異
常
多
発
が
一
い
あ
の
刊
誌
同
誌
同
住

-K訪
日

刊

誌

誇

一

---wr-諸

州

諸

問

M
M
Mト
リ
一
=
一
E
r

mi

--
-
E
E
-
-
E
-
=
言
論
江
川
沼
詩
人
=
仏
河
内
一
-
-
諸
問
戸
言
語
七
日

一階
一
畑

M

M

M

U

M

川

M

U

U

M

U

U

一江

川

=

7
制
さ
れ
ま
す
の
で
、
植
付
回
の
一

吋

一

ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一詳
細
な
る
理
由

ω売
買

契

約

の

り

一

時

一

一

一

告

別

詩

句

一

日

日

夜

直

ち
に
防
除
し
て
く

一
語

与

二

泌

総

お

出

討

一駐

日

時

正

し

い

一器

製

品

堅

持

見

壁

画

口

町

引

配

U
U一一

で
水
盟
国
的
帯
で
も
大
差
が

あ

り

ま

一

な

お

、

本

年

は

阜

、

水

害

復

旧

一

さ

い

。

一

一

一

双
方
の
耕
作
状
況
、
貸
付
地
、
宅
一
の
土
地
が
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
一

歩
一

E
日

H

H

日

ロ

ロ

日

日

目

9

8

8

7

6

6

二

せ
ん
で
し
た
。

一

の
た
め
田
植
が
個
々
に
行
わ
れ
一活

着

直

後

の

水

稲

で

は

ウ

ン

カ

の

一

売

買

な

ど

は

正

し

い

手

続

を

一

目

的

一語
、
山
林
所
有
状
況
等
銭

一一一日
政
府
か
主

義

し

号

、

一

頃

「

l

i

l

i

l

i

-

-

!

|

二

議
最
盛
日
は
大
村
地
区
で
六
月
一
て
お
り
地
区
別
話
題
期
が
一
被
害
が
急
速
に
現
わ
れ
ま
す
の
で
一

一農
地
法
の
目
的
は
第
一

条
に
規
定
一
方
の
世
帯
員
の
状
況
、
農
機
具
、
若
干
円
を
払
込
ん
だ
も
の
で
あ
一
一
鰍

1

2

3

4

5

6

7

8

9

凶

u
u
u
u
日
二

三
十
日
、
松
原
地
区
で
は
六
月
二

一
示
し
に
く
い
の
で
、
各
地
区
で
一
特
に
注
意
く
だ
さ
い
。
一
昭
和
一
一
十
年
十

一
月
二
十
三
日
農

一乙
の
さ
足
し
て
創
設
さ
れ
た
自
一
し
で
あ
る
号
、
農
地
は
耕
作
者
一
家
畜
等
の
飼
育
状
況
判
そ
の
宣
っ
て
、
昭
和
一
ニ
十
三
年
六
月
二
十
一

戸

1

1

1

1

1

1

トドいい二

十
九
日
で
還
と
変
っ
て
お
り
ま
一
回
植
の
実
況
を
検
討
し
て
防
除

一

(

農
林
謀
)

一地
改
革
が
行
わ
れ
、
全
部
の
章
一作
践
が
再
び
転
落
し
て
小
作
農
と一

pり
が
所
有
す
る
と
と
を
最
も
適
一
す
る
土
地
が
章
改
革
に
よ
っ
て
一
日
に
売
買
す

る

と

い

う

場

合

の

も

一

子

供

の

議

の

も

の

で

あ

っ

た

り

一

一

せ
ん
が
、
次
の
喜
防
で
除
に
努
一
習
を
決
定
し
て
く
だ
さ
い
。

一

一

括
し
て
、
農
地
調
整
法
に
よ
り
一
な
る
の
を
防
ぎ
、
か
っ
反
歩
で

一当
で
あ
る
と
認
め
て
耕
作
者
選
一
国
か
ら
亮
渡
さ
れ
た
農
地
で
あ
る

一
の
は
、

乙
れ
が
一
級
田
反
歩
と
一
し
た
場
合
は
、
と
れ
ら
の
者
と
の
一

小

作

地

は

小

作

人

以

一

め
て
く
だ
さ
い
。

一早
ぐ
植
え
た
田
が
点
在
し
て
い
る
一

立

退

き

は

一
大
巾
な
制
限
統
制
さ
れ
る
と
同

一
も
多
く
の
農
地
を
確
保
し
て
、
国

一地
の
取
得
を
促
進
し
、
そ
の
権
利
一
か
ど
っ
か
と
い
っ
た
よ
う
な
と
と

τて

一相
続
関
係
な
ど
の
明
細
な
一戸
籍
謄
一外

に

は

売

渡

せ

な

い

一

防

除

の

適

期

一日

自

作

す

れ

関

係

一

鐙

を

乱

打

一日

一

一

諮

問

時

間

一戸
時

訪

ね

れ

れ

一段

MF読
む

司

法

一巻
記
入
し
ま
す
。

一(

つ
賦
課
基
準
は
前
年
度
と
同
じ

料

7
月

I
9
月
の
告
知
書
を
送
付

保図

悶
和
三
十
三
年
度
七
月
一
お
り
ま
す
が
、
こ
の
割
合
は
、
昭
ら
六
O
級
(
七
九
O
円
)
ま
で

分
以
降
の
保
険
料
は
昭
一
和
三
十
三
年
度
も
三
十
二
年
度
と
一
の
等
級
に
分
け
て
賦
課
し
ま
す
。

和
三
十
二
年
中
の
総
所
一

全
然
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
一
以
上
の
算
定
基
礎
に
よ
り
算
出
さ

得
金
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
、
一
し
た
が
っ
て
、
被
保
険
者
の
家
族
一
れ
た
の
が
、
七
月
分
以
降
の
毎
月

七
月
分
か
ら
九
月
分
ま
で
の
納
額
一
数
お
よ
泣
所
得
額
に
変
動
が
な
け
一
の
保
険
料
で
あ
り
ま
す
。

告
知
番
号
七
月
十
五
日
ど
ろ
か
ら
一
れ
は
、
六
月
分
ま
で
の
保
険
料
と
一
な
お
、
わ
か
ら
な
い
と
と
や
賦
課

町
務
連
絡
委
員
を
通
じ
て
皆
様
の
一
変
り
は
な
い
と
と
に
な
り
す
ま
。
一
に
誤
り
が
あ
る
と
恩
わ
れ
た
と
き

お
手
も
と
へ
お
回
け
し
ま
す
。
一
世
帯
剖
は
六
十
五
円
、
人
頭
割
は
一

は
保
険
衛
生
課
へ
問
合
せ
て
く
だ

ど
承
知
の
と
お
り
、
当
市
の
保
険
二
人
十
五
円
、
所
得
制
は
昭
和
三
一
さ
い
。
(
保
険
衛
生
課
)

料
は
人
頭
割
、
世
帯
割
、
所
得
制
一
十
二
年
申
の
総
所
得
か
ら
五
万
円
一

のゴ
一
つ
李
基
準
と
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一
、
降
雨
時
瞥
戒
水
位
に
達
し
た
と
と
を

知
ら
せ
る

。塑
q手

一
、
消
防
団
の
出
動
巷
知
ら
せ
る

一
、
危
険
区
域
内
居
住
者
に
危
険
の
迫
る

の
を
知
ら
せ
る

て
同
居
住
者
の
出
動
を
知
ら
せ
る

一
、
必
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と
認
め
る
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域
内
の
居
住
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避
難
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退
き
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知
ら
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一
、
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険
が
ま
っ
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口
頭
伝
達
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よ
り
周
知
さ
せ
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へ五
申 十
i6円
主を・
と添
とえ
。て

中
央

社
会
事
業
に
寄
附

備

者


